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はじめに 

 

 京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員

会は，「住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する事項につい

て，市長の諮問に応じ，調査し，及び審議する」ため，京都市執行機関の附属機

関の設置等に関する条例を設置の根拠として，平成２８年８月に設置された。 

 本検討委員会は，京都市長から「住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の

在り方について」との諮問を受け，京都市が将来に向けて果たしていくべき役割

や，今後取り組むべき課題など，京都市を取り巻く現状を踏まえ，誰もが「京都

に住んでいてよかった，住みたい，働きたい，訪れたい」と心から感じられるま

ちづくりを一層進めていくための新たな財源の在り方について検討してきた。 

 この度，これまで 回にわたって本検討委員会で議論してきた内容について，

答申を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

  

（最終答申で記載） 
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１ 京都市の現状及び検討の必要性 

 ⑴ 京都市ならではの役割 

   現在，日本全体で急速に進む人口減少に歯止めをかけ，東京圏への人口集

中を是正し，地域で住みよい環境を確保して，将来にわたって活力ある日本

の未来を創造するための取組が，全国の自治体で本格的に推進されている。 

   京都は，日本を特徴づける「和」の美意識の発祥の地であり，今も新しい

日本独自の文化を産み出し続ける創造の地でもある。この意味において京

都は，京都市民のみならず日本人共通の財産である。また，京都は，世界各

地から伝わった多様な文化が，その姿を今に残しながら重層的に生き続け

る，世界でも稀有の都市であり，世界の宝とも言える。 

   そして，京都市ならではの役割のひとつとして，日本の財産であり，世界

の宝でもある京都の素晴らしい歴史や自然・文化を守り，創造し，発展させ，

未来へ引き継ぐとともに，その魅力を日本全国，世界に向けて発信すること

がある。 

 

 ⑵ これまでの取組及びその成果 

   京都市は，その役割を果たすべく，これまでから，市民の皆様の御協力の

もと，全国に類を見ない新景観政策や，魅力に満ちた文化芸術都市の創生，

誰もがあこがれる観光都市を目指した観光振興，人と公共交通優先の「歩く

まち・京都」の推進等に取り組んできた。 

   こうした取組により，次のような着実な成果を挙げている。 

 

ア 平成２７年は，観光客数が 5,684万人，観光消費額が 9,704 億円と過去

最高となっている。 

イ 京都市の人口は，平成２７年国勢調査で 1,475,183人となり，前回（平

成２２年）の調査から 1,168人の増となっている。 

ウ 市バス・地下鉄の１日当たり旅客数は，平成２７年度において，市バス

は 35.3万人，地下鉄は 37.2万人となり，平成２１年度（市バスは 31.1万

人，地下鉄は 32.7万人）と比較すると増加している。 

エ 「Travel＋Leisure（トラベル・アンド・レジャー）」誌，「Condé Nast 

Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）」誌，「Wanderlust（ワンダーラ

スト）」誌，「Forbes（フォーブス）」誌といった海外有力誌において，京都

の世界での評価が高くなっている。 

 

   文化庁の全面的な移転も決定し，日本の文化振興に果たす京都の役割は，

更に重要なものとなっている。 

 

 ⑶ 京都市の財政状況等 

   京都市の財政状況を見ると，一般会計決算の実質（累積）収支については，
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平成２０年度にリーマンショックの影響により過去最大の赤字となったが，

平成２２年度決算以降，黒字を維持しており，平成２７年度決算においても，

19 億 9 百万円の黒字を確保した。しかしながら，以下の理由等により，京

都市の財政は極めて厳しい状況にある。 

   まず，京都市は， 

  ア 京都の誇りである風情豊かな町並みを形づくる京町家等の古い木造家

屋や低層の建物 

  イ 知の集積である大学や悠久の歴史を積み重ねる寺院・神社 

  ウ まちづくりの大きな力となっている大学生 

  が多いことがまちの素晴しい魅力となっているが，こうしたことが固定資

産税や個人市民税が少なくなる要因となっており，税収面では逆に弱みと

なっている。 

   また，京都市の観光客数や観光消費額の増加は，京都経済の活性化に確実

につながっており，個人市民税（平成２７年度決算において前年度比１９．

６億円増（２．５％増））や固定資産税（同５．７億円増（０．６％増））を

はじめとする市税収入の増加（全体で同８．４億円増（０．３％増））の一

つの要因になっていると考えられる。観光産業は，宿泊業，運輸業，飲食業，

旅行業等を中心に農林業，伝統産業，製造業など，幅広い産業に関連する，

非常に裾野の広い総合産業であり，市内での消費を生み出し，多くの雇用を

生み出すとともに，他産業への需要創出効果や雇用創出効果等ももたらす

京都市にとって重要な産業である。しかしながら，その一方で，例えば，法

人が納める税のうち，京都市に納められる割合は 1 割にも満たないなど，

税の仕組み上，好調な観光が直接的に市税収入の増につながっていないと

いうことがある。 

 

 ⑷ 行財政改革の徹底 

   このため，京都市においては，必要な部署には必要な人員を配置する一方，

業務の効率化や「民間にできることは民間に」を基本とした委託化・民営化

等によって，職員数の削減（１０年間で約 3,000人の削減）による総人件費

の削減や，事業の見直しによる経費の節減に取り組むとともに，過去最高の

98.3％（平成２７年度）を記録した市税徴収率の向上の取組に加え，学校跡

地等の市有資産の有効活用，ネーミングライツ等による広告料収入の確保

など，歳入を増やすための取組を推進し，徹底した行財政改革に取り組んで

いる。 

 

 ⑸ 新たな財源の在り方の検討の必要性 

   こうした中，京都市では，今後とも，京都市ならではの役割をしっかりと

果たし，京都の歴史・文化を継承し，誰もが「京都に住んでいてよかった，

住みたい，働きたい，訪れたい」と心から感じられるまちづくりを一層進め
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ていくために，新たな財源の在り方について検討する必要があると考えた

ものである。 

 

２ 新たな財源確保を行う理由 

 ⑴ 入洛客の現状 

   京都市を訪れる入洛客の状況は次のとおりである。 

 

ア 平成２７年の年間入洛客数は，過去最高となる 5,684万人を記録してい

る。（対平成２６年比 2.2％（120万人）の増，対平成２５年比 10.1％（522

万人）の増） 

イ 平成２７年の年間宿泊客数は，過去最高となる 1,362万人（延べ宿泊客

数は 2,091万人）となっている。（対平成２６年比 1.6％（21万人）の増，

対平成２５年比 4.1％（54万人）の増） 

ウ 平成２７年の外国人宿泊客数については，年間 316万人と顕著な増加傾

向が見られる。（対平成２６年比 72.7％（133万人）の増，対平成２５年比

180.0％（203 万人）の増） 

 

   このように，これまでから京都市を訪れる入洛客が増加しているところ

であり，平成３１年のラグビーワールドカップ，平成３２年の東京オリンピ

ック・パラリンピックや平成３３年の関西ワールドマスターズゲームズな

ど，世界的なスポーツイベントの開催をはじめ，日本・京都の文化への関心

の高まりから，短期的な増減はあっても，今後とも，中長期的には更に入洛

客が増加することが見込まれる。 

 

 ⑵ 新たな財源確保の必要性 

   入洛客の増加等により， 

  ① 宿泊施設の不足 

  ② 道路の渋滞や公共交通機関の混雑 

  ③ 受入環境の整備のための多言語対応，観光の担い手の不足 

  など，ますます対応が必要となっている喫緊の課題が生じている。この中に

は，市民生活に影響を及ぼし，市民が負担と感じているものもある。このよ

うな状況のもと，京都市がこれまでから行ってきている様々な施策等に加

え，これらの課題に対応する行政サービスの一層の充実を図り，課題を解決

することで，入洛客及び市民双方の満足度を高めていく必要がある。  

   また，このような喫緊の課題の解決にとどまらず，京都の歴史と文化を継

承し，誰もが「京都に住んでいてよかった，住みたい，働きたい，訪れたい」

と心から感じられるよう，京都の都市の品格や魅力を高める取組を推進し

ていくことも必要である。 

   京都市がこうした取組を一層推進していくためには，安定的かつ継続的
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な財源が必要となるが，上記１⑶のとおり，市税収入が京都のまちの特性に

より指定都市の中で少ないことや，観光の活況が税収に結びついていない

ことなどにより，京都市の財政は極めて厳しい状況であることから，既存の

財源から必要な経費を継続的に確保していくことには限界があり，新たな

財源を確保する必要があると考える。 

 

３ 新たな財源の負担の在り方 

  地方税においては，地方自治体の構成員が広くその共通の費用の負担を相

互に分かち合うべきであるという負担分任性や，地方自治体の行政サービス

の受益に応じて負担をすべきであるという応益性の性質を有する税制が望ま

しいとされている（地方税の原則）。 

  そして，市町村税は，市町村が住民生活に直接的な行政サービスを提供する

ための財源を確保するとの観点から，景気等に左右されず安定的に税収を確

保できるよう，また，住民サービスの受益者である市町村の構成員が広く負担

を分かち合うよう制度が構築されている。このような考え方のもと，市町村で

は，個人及び法人の市民税や固定資産税といった，その地域に根拠を置く者が

負担する税目が基幹となっており，その他に，都市計画税や軽自動車税，事業

所税，入湯税，市町村たばこ税等の税目が法定されている。 

  したがって，地域外から訪れる者が増加し，地域経済が活性化することによ

り，地域住民の所得の増加や，地価の上昇など，結果として税収が増加すると

いった間接的な効果が生じることはあるものの，直接的に税収が増加すると

いう構造にはなっていない。 

  そのため，京都市が実施している施策については，入洛客も受益を受けてい

るものがあるが，現在の市町村税の制度では，入洛客が京都市に直接負担して

いる税は少ない構造となっており，受益と負担の関係が直接的に対応するも

のとはなっていない面がある。 

  以上のことから，このような行政需要に要する費用について，受益と負担の

観点から，入洛客にも一定の負担を求めることには，合理性があると言える。  

  また，政策目的達成の手段等として負担を求めることも考えられ，その場合

には，政策目的によっては，入洛客と市民との区別を行わず，市民にも負担を

求めることとなる可能性もある。 

 

４ 新たな財源の使途 

  こうした状況を踏まえ，新たな負担を求めるのであれば，主な使途として次

のような施策を想定することが考えられる。 

  上記２⑵でも述べたように，入洛客の増加等に伴う喫緊の課題については，

市民生活に影響を及ぼし，市民が負担と感じているものもあり，新たな財源は，

入洛客に資する施策に用いるだけでなく，市民生活の満足度を高めるような

施策にも活用すべきであると考える。 
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  なお，施策の例として掲げた内容は，各項目のイメージがしやすいよう，各

項目に該当する平成２８年度及び平成２９年度の京都市の事業を例示したも

のである。 

 

 ① 入洛客の増加など，観光を取り巻く情勢の変化に対応する受入環境の整

備 

  ア 入洛客への案内など，受入環境及び体制の整備・充実 

   （例）・ 観光案内標識や名所説明立札（駒札），Ｗｉ－Ｆｉの整備 

      ・ 観光案内所の運営，繁忙期の臨時観光案内所の設置 

      ・ 観光地におけるトイレやベンチの充実 

      ・ 宿泊施設等の観光従事者の担い手育成 

      ・ 嵐山地区及び東山地区における観光地交通対策 

      ・ 京都市版ＤＭＯの構築・運営 

  イ 魅力あふれる安心・安全な宿泊施設の拡充・誘致 

   （例）・ 旅館をはじめとする宿泊施設の耐震化等 

      ・ 宿泊施設の拡充・誘致や利用促進等 

  ウ 入洛客の安心・安全の確保 

   （例）・ 観光地での帰宅困難者対策や１１９番通報時の多言語通訳等 

      ・ 違法民泊の適正化 

 

 ② 住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取組の推進 

  ア 観光施策の充実（観光資源の発掘・磨き上げ等） 

   （例）・ 朝観光，夜観光，食，温泉など，新たな観光資源の発掘や体験型観光メニ

ューの販売 

      ・ 京都伝統産業ふれあい館の充実 

      ・ 山科疏水沿いにおける花の名所づくり及び琵琶湖疏水の魅力発信 

  イ 文化の振興（文化財の保護等） 

   （例）・ 文化施設の充実・魅力の向上 

      ・ 伝統行事（祇園祭等）への助成 

      ・ 市指定文化財等保存修理 

  ウ 景観の保全・再生（歴史的景観の保全・再生，道路景観の向上等） 

   （例）・ 景観重要建造物等の修理・修景への助成 

      ・ 京町家の保全・活用の推進 

      ・ 無電柱化や石畳舗装の推進 

  エ 歩くまち・京都の推進（歩行空間の充実，公共交通の利便性の向上等） 

   （例）・ パークアンドライドの充実 

      ・ 安心・安全な東大路歩行空間の創出 

      ・ 公共交通機関の乗継利便性の向上 

      ・ 駅等のバリアフリー化の推進 

 

 ③ 京都の魅力の国内外への情報発信の強化  

   （例）・ 京都観光オフィシャルサイトの運営 

      ・ 海外情報拠点の活用や国際見本市への出展等による国内外への情報発信 
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５ 負担を求める行為 

  このような想定される新たな財源の使途を踏まえ，入洛客にも負担を求め

るのであれば，どのような行為を捉えて負担を求めることが妥当であるかを

検討した。 

 

 ⑴ 検討に当たっての論点 

   負担を求める行為について具体的に検討するに当たっては，仮に税とし

て導入した場合を想定し，次の６つの論点から検討を行った。 

 

  ① 政策目的の達成の手段として，正当な課税といえるか。 

    納税者の経済活動に影響を与えることを期待して，新たに税を課し又

は軽減することも可能であるが，政策目的，税収の使途，納税者の選定，

負担の程度，効果等について合理性が説明できなければ，納税者の理解が

得られない。 

  ② 課税客体を明確に定義し，公平な課税ができるか。 

    恣意的運用が行われないよう，また，市民にとって予見性が確保される

よう，課税要件等は法令等で一義的かつ明確に定めなければならない。ま

た，租税負担は公平に配分されなければならず，法令等で課税要件を定め

た場合は，等しく適用されなければならない。 

  ③ 課税客体の担税力（※）をどのように評価するか。 

    既存の税目において，所得（所得税，住民税等）や資産（固定資産税，

相続税等），消費（消費税など）に担税力を見出しているように，課税客

体に担税力を見出さなければならない。 

  ※ 担税力…各人の経済的な負担能力。所得，財産，消費の大きさによって測られる。 

  ④ 政策目的を達成するための財源が確保できるか。徴税費が割高となら

ないか。 

    税が財源調達の手段である以上，最低限の税収が確保できるものでな

ければならない。また，税収がある程度見込めるものであっても，徴税に

多額の費用がかかり，徴税費に比較して税収が僅少である場合は，適当と

は言えない。 

  ⑤ その性質からみて，むしろ税以外の手段（負担金，手数料等）により負

担を課すべきものではないか。 

    特定の事業により特に利益を受ける者から，受益の限度で事業経費の

負担を求めるのであれば，負担金や手数料の方がふさわしい。また，税は

財源調達の手段であって，制裁的手段ではなく，制裁として負担を求める

のであれば，過料の方がふさわしい。 

  ⑥ 法定税目の内容又は趣旨からみて不適切なものではないか。 

    現行の税制は精緻に組み立てられており，法定税が主要な税源をほぼ

網羅している。こうした中，法定税目との二重課税となったり，法定税目
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の制度趣旨を逸脱するような税制を構築したりすることは，違法となる

おそれが高い。 

 

 ⑵ 負担を求める行為 

   本検討委員会の議論の中において，概ね次の６つの具体的な行為が提案

され，それぞれ上記⑴の６つの論点を踏まえて課題等を整理した。 

 

  ① 駐車場への駐車 

  ② 市バス・地下鉄の一日乗車券の購入 

  ③ レンタサイクルの利用  

  ④ 宿泊 

  ⑤ 別荘の所有 

  ⑥ 世界遺産の周辺部（バッファゾーン）への入域（協力金）  

 

   その上で，これらの行為に負担を求める目的や趣旨に一定の合理性が見

出せるか，本市施策に照らして政策目的の達成につながるものか，他の行為

を行う者に負担を求めないことが公平といえるか，負担を求める者に税の

負担能力があるか，ある程度の財源が確保できるか，他の自治体での導入事

例があるか，といった観点を中心に検討を行った。  

   その結果，「駐車場への駐車」，「宿泊」及び「別荘の所有」については，

その他の行為に比べて負担を求める目的や趣旨が明確であり，また，他の自

治体での導入事例があることから，この３つの行為を中心に，実現の可能性

や具体的な制度について検討を深めていくこととし，他の３つの手法をは

じめとする他の手法については，必要に応じて検討を深めることとした。 

   なお，負担を求める方に十分納得して負担していただく必要があるとの

観点から，負担の求め方として，税だけでなく，協力金や寄附金により負担

を求めることも検討した。その結果，公的な事務を賄うのであれば，みんな

で支え合うとの観点が明確になるよう制度構築がなされるべきであること

や，一定規模の財源を安定的かつ継続的に確保できる制度がふさわしいこ

とから，納得して支払っていただくことが重要であるとの考え方のもと，税

として導入することが望ましいとの結論に至った。 

 

６ 「駐車場への駐車」，「宿泊」及び「別荘の所有」の３つの行為に関する個別

の検討 

  検討を深めることとした３つの行為それぞれに対して，負担を求めること

が可能かどうか，また，具体的な制度設計をどのように行うのかについて，他

の自治体での導入事例も参考に，京都市の実情等を勘案したうえで，議論を行

った。 

  また，新たな負担を求めるに当たっては，関係者に理解を求めていくことが
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重要であることから，それぞれの行為の関係者にヒアリングを行い，検討段階

から十分に意見を聴くとともに，丁寧に必要性を説明したうえで，検討を進め

てきた。（ヒアリングを実施した関係団体は，＜参考＞検討経過のとおり。） 

  検討結果は次のとおりである。 

 

 ⑴ 「駐車場への駐車」 

  ア 目的 

  （ア）「歩くまち・京都」の推進 

    京都市では，過度な車中心社会からの脱却を図り，ひとと公共交通を

優先する「歩いて楽しいまちづくり」を推進している。 

    「駐車場への駐車」行為を行う者に負担を求めることは，特に，観光

地や京都市内中心部等の渋滞の解消や自動車等の流入抑制といった「歩

くまち・京都」の推進につながる可能性があり，ひいては京都市の品格

と魅力の向上に資するものと考えられ，政策目的の達成の手段として有

効な手法のひとつであると考えられる。 

    しかし，その場合には，入洛客と市民等の区別を設けることなく負担

を求めることとなる。日常生活で駐車場を利用する市民や，事業を行う

中で駐車場を利用する事業者等にも一律に負担を課すこととなり，もし

負担を求めるとすれば，入洛客だけでなく，市民や事業者についても，

車の利用を相当程度抑制することとなる。このことに市民や事業者の理

解や協力が得られるかについては，十分に留意する必要があると考える。 

 

  （イ）入洛客の受益に見合った負担 

    住みたい・訪れたいまちづくりの実現に向け，入洛客及び市民双方の

満足度を高める取組や京都の都市の品格や魅力を高める取組といった

行政サービスに係る経費の財源を賄うため，「駐車場への駐車」行為を

行う者に負担を求めることが考えられる。 

    ただし，京都市において「駐車場への駐車」行為を行う者は，入洛客

だけでなく，市民や事業者も含まれ，もし京都市内のすべての駐車場を

対象とするのであれば，入洛客の受益に見合った負担を求めるとの趣旨

との間にずれが生じる可能性が高い。入洛客の受益に見合った負担を求

めるとの目的からすれば，入洛客が主な対象となるよう制度構築を行う

ことが妥当ではないかと考える。 

 

  イ 対象施設 

    どのような駐車場を課税対象とするかを検討するに当たっては，まず

は，上記アの目的に照らし，京都市内全域の駐車場を対象とするのか，観

光地や京都市内中心部など，区域を限定した駐車場を対象とするのかを

定めたうえで検討すべきである。 
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    京都市内全域の駐車場を対象とする場合には，上記ア（ア）のとおり，

入洛客だけでなく，多くの市民や事業者に負担を求めることとなり，車の

利用を相当程度抑制することとなる。このことに市民や事業者の理解や

協力が得られるかについては，十分に留意する必要がある。 

    また，観光地や京都市内中心部等など，区域を限定した駐車場を対象と

する場合，渋滞が激しい地域に絞ることで，車の流入抑制についてより高

い効果が期待できる。しかしながら，京都市は観光地が広範囲にわたって

存在しており，観光地とそれ以外を明確に区分することが困難である。線

引きをすることで課税される区域とそうでない区域ができるが，その線

引きについて市民や納税者，関係者の理解を得られるかどうか，慎重に検

討する必要がある。 

    この他にも，月極めの駐車場や事業所・店舗に付随する駐車場，駐車可

能台数が僅かな駐車場，営業日数が僅かな駐車場も課税対象とするか，ま

た，車種に着目し，観光バスの駐車行為にだけ負担を求めるかといった議

論もあった。 

    課税対象とする施設等を定めるには，このような様々な検討を要する

事項が存在するため，課税の目的に照らし，慎重に考えていかなければな

らない。 

 

  ウ 課税捕捉に係る行政コスト 

    駐車場を設置する場合，駐車場の面積が５００㎡以上のものについて

は，駐車場法等に基づく京都市への届出が必要とされているが，基本的に

は，行政等への手続は必要なく，京都市内のすべての駐車場を把握できる

状況にない。また，固定資産税をはじめとする市税等の税務情報には，駐

車場を判別する項目がないとのことである。したがって，「駐車場への駐

車行為」に課税する場合には，１件ずつ駐車場を現地確認し，把握するほ

かないと考える。 

    駐車場は京都市内に数多く存在し，開設や廃止，住宅用地等への用途変

更など，利用実態が頻繁に変化していくと思われる中，課税対象となる駐

車場を，公平に，確実に把握することは困難であり，また，把握に係る行

政コストも膨大なものとなると考えられる。さらに，コインパーキングな

ど，無人の機械式駐車場については，駐車料金に税を上乗せするためのシ

ステム改修が必要になると想定され，このような駐車場事業者のコスト

も併せて考慮する必要がある。 

 

  エ その他 

    観光客は市内の複数の観光地を巡り，また，事業者も事業を行うために

複数の箇所を巡回することにより，１日に複数回，市内の駐車場を利用す

ることが考えられる。このような場合に，課税対象となる駐車場において
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駐車行為を行うたびに課税することとなれば，１日に複数回納税してい

ただかなければならず，このような駐車場利用者に過度な負担を課すこ

ととなることの妥当性についても検討する必要がある。 

    また，税金がかかるのを避けるため，駐車場で駐車せず路上で駐車する

ことにより，かえって交通渋滞の原因を引き起こす可能性があることや，

大型店舗では，店舗で買い物をすると駐車場の利用料金が無料になると

いったサービスを行っており，税が課されると大型店舗の駐車場に車が

流れ，大型店舗の駐車場への駐車のために長時間待機する車が多くなる

など，大型店舗側に影響が出るおそれがあることも考慮しなければなら

ない。 

    さらに，障がいのある方や高齢者，子育て世帯など，車の利用が必要な

方については，課税免除を行うことも考えられるが，コインパーキングで

はこのような方を識別することが困難である。 

    その他，駐車場事業者は零細の個人事業者等も多いと思われ，駐車場利

用者の減少により，事業者の経営を圧迫することになる可能性もあり，実

施するのであれば，駐車場事業者と十分な協議が必要であると考える。 

 

  オ 検討結果 

    「歩くまち・京都」の推進を目的として，全市の駐車場を対象とする場

合，入洛客だけでなく，多くの市民や事業者にも車の利用を相当程度抑制

することとなるが，このことに理解が得られる状況となるには，相当の期

間と労力が必要と考えられるほか，全市の駐車場の把握をどのように行

うかが大きな課題となる。 

    また，区域を限定するとの考え方は，観光地が広範囲にわたって存在す

る京都市の特性からすれば公平性に問題が生じ，非常に困難である。駐車

場税導入の先行事例である太宰府市は観光地が限定されていることから，

実現が可能であったのではないかと考えられる。 

    京都市では，入洛客の車の流入抑制のため，パークアンドライドの推進

や公共交通機関の利便性の向上などの施策を講じており，これらの施策

の効果もあわせて考えていかなければならない。また，ＥＴＣやナンバー

プレート認証システムの技術革新によって，今後，負担の求め方の選択肢

が広がる可能性もある。 

    これらのことから，「歩くまち・京都」の推進という政策目的の達成の

ひとつの手法として，税を活用することがふさわしいかどうか，引き続き

検討を進められるべきと考える。 

 

 ⑵ 「宿泊」 

  ア 目的 

    京都市では，入洛客の増加により，宿泊施設の不足，道路の渋滞や公共
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交通機関の混雑等の課題が生じている。こうした課題の中には，入洛客だ

けでなく，市民生活にも影響を及ぼしているものもあることから，安心・

安全な宿泊施設の拡充・誘致や歩行空間の充実，公共交通の利便性の向上

など，これらの課題を解決するための行政サービスの一層の充実を図る

ことで，入洛客及び市民双方の満足度を高めていく必要がある。そのため

の財源を確保する手法として，入洛客から広く薄く負担を求めることに

は合理性があると考える。 

    「宿泊」行為を行う者に負担を求めることは，入洛客の受益に見合った

負担を広く分かち合う手法として，地方税の原則である負担分任性や応

益性からも適当であると考える。特に，宿泊環境の整備は京都市の喫緊の

課題のひとつと考えられ，宿泊客からの負担を財源として宿泊環境の整

備を行うことは，受益と負担の関係に見合ったものとなると考える。 

 

  イ 対象施設 

    旅館業法の許可を受けて営業を行う施設には，ホテル，旅館及び簡易宿

所がある。 

    京都市の宿泊環境の特性として，簡易宿所がすべての宿泊施設の約７

割を占め，また，旅館業法の許可のない民泊への指導の効果もあり，その

許可件数も増えてきている。 

    また，関係者ヒアリングにおいても，同じ宿泊行為について，課税対象

となる施設とそうでない施設が生じるのは公平性に欠けるとの考え方か

ら，すべての宿泊施設を対象としてはどうかとの提案をいただいたとこ

ろである。 

    これらのことから，東京都のようにホテル及び旅館に限定するのでは

なく，簡易宿所を含むすべての宿泊施設を課税対象施設とすることが妥

当であると考える。 

    なお，住宅宿泊事業法案（いわゆる民泊新法）により，住宅宿泊事業者

（いわゆる民泊事業者）が，都道府県又は保健所設置市（京都市を含む）

等に届出をしたうえで，民泊を営むことができるよう，法整備がされよう

としており，このような民泊新法に基づく宿泊施設についても，課税対象

とすべきと考える。 

 

  （参考）旅館業法における宿泊施設等の定義 

名称 定義 

ホテル 
 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて，人を

宿泊させる営業で，簡易宿所及び下宿以外のもの 

旅館 
 和式の構造及び設備を主とする施設を設け，宿泊料を受けて，人を

宿泊させる営業で，簡易宿所及び下宿以外のもの 

簡易宿所(※) 
 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を

設け，宿泊料を受けて，人を宿泊させる営業で，下宿以外のもの 
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(参考)下宿 
 施設を設け，一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて，人を宿

泊させる営業 

(参考)宿泊  寝具を使用して上記の施設を利用すること 

    ※ 簡易宿所の例…ユースホステル，ゲストハウス，民宿，民泊，オーベルジュ 

 

  ウ 課税捕捉に係る行政コスト 

    「宿泊」行為に課税し，宿泊客から税を徴収するに当たっては，宿泊業

者が宿泊客を把握していることから，東京都や大阪府のように，宿泊業を

営む者を特別徴収義務者（※）として指定し，税を徴収していただくのが

合理的であると考えられる。 

※ 特別徴収義務者…地方税の徴収について便宜を有するものとして，地方団体か

ら指定された者。納税義務者から税金を徴収し，その徴収した

税金を地方団体に納める。 

    旅館業法の許可のある宿泊業者の把握については，旅館業法の許可に

係る事務を京都市が行っていることから，比較的容易であり，行政コスト

も少なくて済むと考えられる。 

    ただし，前述のとおり，すべての宿泊施設を課税対象施設とすることが

妥当であることからすれば，旅館業法の許可のない施設についても課税

対象とすべきである。京都市で旅館業法の許可のない施設をすべて把握

できているわけではなく，把握に当たっては，多くの行政コストを要する

ものと考えられるが，課税の公平性の観点から，すべての課税対象施設の

把握に努めるべきである。 

    なお，仮に，すべての宿泊施設における宿泊（修学旅行生を除く。）に

ついて，１人１泊につき１００円を負担していただくとすると，約２０億

円の税収が見込めるとのことであるが，この税収と比べて，行政における

徴収コストが割高とならないようにすべきである。 

 

  エ 免税点（※） 

    東京都及び大阪府の事例では，宿泊料金１万円未満の宿泊については

課税されないこととされている。一方で，関係者ヒアリングにおいて，宿

泊料金にかかわらず，すべての宿泊施設について，負担を求めてはどうか

との提案があった。 

    入洛客は，京都市での滞在時間が日帰り客よりも長く，行政サービスの

受益の程度が大きいと考えられ，滞在中の消費額も多いことから，担税力

が十分あるといえる。 

    また，宿泊施設に係る宿泊料金は様々であるが，低額な宿泊料金の宿泊

客についても，京都市の行政サービスを一定程度享受していると考えら

れる。 

    これらのことから，すべての宿泊客に，広く負担を求めることが望まし
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く，免税点は設けるべきではないと考える。 

  ※ 免税点…一定金額以下は課税の対象とならない場合の，その一定金額。 

 

  オ 税負担の求め方 

    税制度を構築するに当たっては，公平を基本とし，行政サービスに要す

る財源について，広く公平に分かち合うことが望ましいとされている。 

    前述のとおり，宿泊客は宿泊料金にかかわらず京都市の行政サービス

を一定程度享受していることを勘案すると，低額な宿泊料金の宿泊客に

ついても，広く薄く負担を求めるべきと考える。 

    また，負担能力の大きい人にはより大きな負担をしてもらうべきとい

う垂直的公平との考え方からすれば，高額な宿泊料金の宿泊客について

は，その負担能力に見合った負担を求めるべきと考える。 

    税額の計算方法の定め方については，東京都や大阪府は一定の宿泊料

金の範囲を定めて一律の税額とする方法を採用しているが，負担の公平

の観点からすれば，宿泊料金に一定の割合を乗じる方法も考えられる。宿

泊料金に食事代等が含まれている場合に宿泊のみの料金をどのように割

り出すかなど，実務的な課題もあるものと考えられ，どの程度の負担を求

めるかも含めて，十分に検討されたい。 

 

  カ 課税免除 

    修学旅行生を課税免除とすることについて，関係者ヒアリングにおい

て提案があった。 

    京都市では，学生時代の思い出となる修学旅行を京都のよき理解者，将

来のリピーター獲得につなげる機会と捉え，官民連携のうえ，修学旅行生

の誘致に積極的に取り組まれているところである。 

    このような修学旅行生の誘致を推進することは，将来にわたる観光客

を獲得することで，京都市や京都経済の活性化につながることから，修学

旅行生については課税しないことが適当であると考える。 

 

  キ 事務経費への補助 

    宿泊業者を特別徴収義務者として指定すれば，行政側の徴収の便宜の

ために，新たな事務やその経費負担を課すこととなることから，東京都及

び大阪府と同様，その経費の一部を補助する制度を設けることを検討さ

れたい。 

 

  ク 検討結果 

    宿泊税については，入洛客の受益に見合った負担を広く分かち合うと

の目的の適合性や，課税対象となる宿泊施設の定義の明確性，課税対象施

設の把握の容易さなどから，また，関係者からも，使途を特定して観光客
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の更なる呼込みにつなげるためであれば協力したいとの発言もいただい

ており，実現可能性が高いものと考える。東京都や大阪府における先行事

例も踏まえ，免税点の考え方や負担能力に見合った負担の在り方など，具

体的な制度設計に関する検討も進めることができた。このことから，新た

な財源の確保に向け，更に詳細な制度設計を行ったうえで導入すること

を提案したい。 

    その場合には，上記のとおり，京都市の特性を踏まえたものとなるよう，

検討を進めていただきたい。 

 

 ⑶ 「別荘の所有」 

  ア 目的 

    京都市は，全国的に見ても観光資源や文化遺産が多く，京都市外に居住

する方が，別荘やセカンドハウスとしての利用を目的に，市内の住宅を取

得することが多くなっているとの状況があるようである。 

    居住以外の目的で住宅を取得した方は，その地域のまちづくりに参加

することがなく，住民として地域のまちづくりに参加している方との関

係からすれば，公平とは言えない状況が生じている。 

    また，居住以外の目的で住宅の取得を希望する方が増えれば，居住目的

で住宅の取得を希望する方がなかなか住宅を取得できず，その地域に居

住する方が少なくなり，地域のまちづくりの担い手不足がより一層深刻

なものとなってくるものと考えられる。 

    これらの状況を改善するため，実際にその地域に住む方を増やすこと

で，まちの空洞化を抑制し，その地域に住んでいる人全員が責任を持って

まちづくりに取り組めるよう，居住世帯のない住宅の所有者に新たな負

担を求めることは，意義があるものと考える。 

    ただし，住宅の取引市場に影響を及ぼす可能性があることも考慮する

必要がある。 

 

  イ 対象施設 

    関係者からヒアリングを行ったところによると，ライフスタイルが多

様化している現在，住宅の所有目的や利用形態も多様化してきていると

のことである。保養目的のいわゆる別荘としての所有のほか，週末などの

みの一時的な利用のためのいわゆるセカンドハウスとしての所有，相続

による取得など，所有の在り方は様々であると考えられる。所有目的や利

用形態ごとの数も把握されておらず，別荘の決まった定義があるわけで

もない。  

    課税対象となる別荘の考え方に関しては，大きく次の２つがあると考

えられる。 

    ひとつは，相続による空き家を含め，居住世帯のないすべての住宅を対
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象とするというものである。この場合，空き家対策としての課税という側

面も出てくるが，京都市では空き家対策として，活用・流通の促進や適正

な管理等のための様々な施策を講じているところであり，これまで実施

してきた施策に加え，税を活用することがふさわしいかどうか，慎重に検

討していく必要があるものと考える。 

    もうひとつは，別荘やセカンドハウスのみを課税対象とし，相続による

空き家は含まないとするものである。この場合，課税対象の線引きをどう

するかが課題となる。先ほど述べたとおり，ライフスタイルの多様化に伴

い，住宅の所有目的や利用形態も多様化してきているとのことであり，ど

のような住宅を課税対象とするか，政策目的や課税捕捉に係る行政コス

トも勘案して検討していく必要がある。 

    いずれにしても，課税対象とする別荘の定義に当たっては，課税の目的

に照らして，どのような住宅を課税対象とするのか，慎重に検討する必要

がある。 

 

  ウ 課税捕捉に係る行政コスト 

    課税対象とする別荘の把握に当たっては，例えば，固定資産税の課税台

帳における住宅の所有者が，その住宅の所在地において住民登録や住民

税の申告を行っていないものを抜き出し，課税対象の定義に当てはまる

かを確認していくことが考えられるが，その場合でも，１０万件を超える

とされる居住世帯のない住宅を１件ずつ確認していくしか方法がない。 

    その確認は所有者への聞き取りなどに基づいて行われることとなると

考えられるが，利用形態は変化していくことも想定され，確実にある時点

での利用形態を把握するには，特定の時期にのみ，膨大な行政コストがか

かると想定される。 

 

  エ 検討結果 

   まちづくりの担い手不足によるまちの空洞化の解消や，居住の促進とい

う目的については妥当であると考えられるものの，課税対象をどうするか，

対象かどうかの線引きが可能か，課税対象の把握をどうするのか，といっ

た多くの課題がある。 

    このような現状に鑑み，駐車場と比べると市民等の理解が得やすいと

は考えられるものの，政策目的をどのように考えるか，そして，政策目的

の達成のためにはどのような制度がふさわしいのか，引き続き検討する

必要がある。また，京都市に定住してもらえるようにするため，課税によ

ってどれだけの効果が見込めるのか，居住促進策を税以外の手段を活用

することにより進めていくことができないかについても，あわせて検討

されたい。 
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 ⑷ まとめ 

   本検討委員会としては，入洛客の受益に見合った負担を広く分かち合う

との目的の適合性や，課税対象となる施設の定義の明確性，課税対象施設の

把握の容易さなどから，また，関係者からも，使途を特定して観光客の更な

る呼込みにつなげるためであれば協力したいとの発言もいただいており，

「宿泊」行為に負担を求めることが最も実現可能性が高いものとの結論に

達したことから，「宿泊税」の創設を提言したい。宿泊税の創設に向けては，

更に詳細な制度設計の検討を進めていただきたい。 

   「駐車場への駐車」及び「別荘の所有」行為に対して負担を求めることに

ついては，直ちに実施できる状況であるとはいえないが，京都市の政策目的

の達成に寄与することができる可能性があり，その手段のひとつとして，課

税対象の定義や捕捉など，課税実務における課題，さらには税以外の手段と

の比較等について，引き続き検討を進めていただきたい。 

   なお，今回の検討委員会においては，「駐車場への駐車」，「宿泊」及び「別

荘の所有」の３つの行為について検討を深めたところであるが，この他にも

上記５⑵のとおり具体的な行為が提案されたところであり，これらの行為

についても必要に応じて検討していただきたい。 

 

７ その他 

 ⑴ 市民及び関係者等への説明 

  本検討委員会の結論としては，宿泊税の創設を提言することとなったが，

宿泊税の創設に当たっては，今後，京都市において，具体的な制度設計を行

い，条例を議会に提案し，総務大臣の同意を得た後，一定の周知期間を設け

たうえで，導入されることとなると思われる。 

  本検討委員会では，市民や関係者の理解が重要との考え方のもと，関係者

へのヒアリングを行い，意見の聴取に努めてきたところである。 

  宿泊税の創設に当たっては，導入までのプロセスの各段階において，引き

続き，市民や納税者，関係者に丁寧に説明し，その理解を得ながら，しっか

りと進めていただきたい。 

 

 ⑵ 使途に関する留意点 

  上記⑴に関連して，新たな財源の確保に当たっては，負担していただく方

に納得して支払っていただくことが重要である。そのためには，負担してい

ただく方に，支払った税金がどのように使われるかをしっかりと説明できる

ようにしておくべきである。関係者ヒアリングでも，使途を明確にし，報告

する制度を整えてほしいとの意見をいただいたところである。 

  上記４で述べたとおり，入洛客及び市民双方の満足度を高めていく必要が

あるとの考え方のもと，京都の都市の品格や魅力を高める取組を推進してい

くため，具体的な使途の内容を検討していただくとともに，実際にどのよう
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な施策に用いているかを示していくよう，努めていただきたい。 
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おわりに 

 

 本検討委員会は，以上のとおり，「住みたい・訪れたいまちづくりに係る新た

な財源の在り方」について，宿泊税の創設を提言するとの結論を出し，本答申に

まとめたところである。 

 今後，京都市において，本答申を踏まえ，さらに具体的な制度設計を行い，市

民や納税者，関係者の理解を十分得ながら，宿泊税の創設に向け，取組を進めて

いってもらいたい。 

 本答申が，これまで先人から引き継いできた京都市の悠久の歴史や文化を後

世に引継ぎ，また，新たに創造し，住み人も訪れる人も，誰もが京都市に誇りを

持てるまちとするための一助となることを願っている。 

 

 

 

 

 

  

（最終答申で記載） 
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＜参考＞ 

 

○ 検討経過 

 開催日 議題 

第１回 
平成 28 年 

8月 4 日 

１ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る現状と課題 
２ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り
方を考えるに当たっての前提 

第２回 
平成 28 年 

11月 9日 

１ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る現状と課題
（補足説明） 

２ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の
方向性 

第３回 
平成 28 年 

12月 12日 

１ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の
方向性 

２ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の
方法案の取りまとめ 

 
平成 29 年 

1月 10日 
 中間取りまとめの公表 

第４回 
平成 29 年 

2月 13 日 

１ 関係者ヒアリング 
⑴ 駐車場への駐車 
ア 京都駐車協会 
イ 全京都駐車場協会 

⑵ 宿泊 
ア 京都府旅館ホテル生活衛生同業組合 
イ 日本ホテル協会京都支部 

⑶ 別荘の所有 

ア 京都府宅地建物取引業協会 
イ 全日本不動産協会京都府本部 

２ 中間取りまとめで挙げられた財源確保の方法に
係る具体策の議論 

第５回 
平成 29 年 

3月 30 日 
 答申骨子（案）の議論 

第６回 
平成 29 年 

5月 10 日 
 答申案（パブリックコメント案）の議論 
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